
 

1 人１台端末の準備について 

 
中学校で行っていた１人１台端末を活用した学びは、高校でも継続しま

す。高校では学習端末を個人で購入する必要があり、その準備方法を下記

に示しています。本日の資料を参考に早めのご準備よろしくお願いします。 

指定ECサイトで購入の場合、今年度の販売期間は4月7日から26日まで。

販売価格は補助金適用済の価格(※補助金申請不要)。指定ECサイトでの販

売期間終了後の購入は各自、家電量販店等などで購入、各自で補助金申請

の流れとなります。 

 

＜配布資料＞ 

 端末の調達方法について（県立高校では、1 人１台端末を活用した学びを推進しています） 

 【別紙１】学習端末の活用事例（高校１人１台端末授業ではこう使われます） 

 【別紙２】県指定の販売サイト以外で購入した場合の補助金申請方法について 

 【別紙３】よくある質問・注意事項 

 学習端末の必要性能等(※指定ECサイト以外で購入する場合) 

 1 人１台端末の購入に関するご案内(※指定ECサイトから購入する場合) 

 購入前にお読みください(※指定ECサイトから購入する場合) 

 
＜＊注意＊＞ 

借用を希望する方へ、端末の貸し出しは、原則として住民税非課税世帯 
 

 の生徒が対象となります。借用には保証などの加入が必要です（３年 
 

 間で１万円程度）。 *希望者には後日「借用同意書」を配布します。 

本件担当

 学習に関すること（県立学校教育課） 098-866-2715 

 購入に関すること（教育支援課） 098-866-2711 

 学校の担当部署（教務部） 098-985-2233 

 



令和５年度に県立高校へ入学する生徒・保護者の皆様へ

国の「GIGAスクール構想」により、全ての小中学校で１人１台端末を活用した授業が始
まっています。県立高校においても、同様な環境で学びを継続し、情報活用能力等の向上を
図るため、令和４年度の新入生から、学習端末（タブレットなど）を活用した学びを進めて
います。

学習端末を活用した授業により、一人ひとりの特性や到達度に応じた「個別最適な学び」
や、多様な意見を共有し合意形成していく「協働的な学び」を効果的に進めるとともに、家
庭においてオンラインで配信される教材や動画による学習等を行うことにより、学校と家庭
での学習が切れ目なくつながる新たな学びを推進しています。（※活用事例は別紙１参照）

保護者の皆様には、１人１台端末を活用した学びについてご理解いただき、ご協力をお願
いいたします。
※家庭にある端末（県教委HP掲載「学習端末の必要性能等」と同等程度のもの）を使用することも可能です。

令和５年３月

学習端末を新たに購入した場合、15,000円の補助（入学時１人１回限り）
があります。世帯の所得制限等はなく、全ての新入生が対象です。

学習端末の調達方法は４パターンあります

以下の４種類の端末（キーボード付属）から選択して購入できます。

・Chrome OS 端末 ¥ 36,000
・Windows 端末A ¥ 34,000         
・Windows 端末B ¥ 45,000          
・iPadOS 端末 ¥ 54,000         

３年間回数制限なしの自然故障・物損故障・盗難保証付き。
補助金の申請手続きは一切不要となります。

R４年度は購入者の約92％が県指定の販売サイトで購入し
ています。

５の付く日(４月15、25日)はポイント還元率UP(Yahooショップ)

１ 県指定の販売サイトで購入 （販売期間 ： 4／7～4／26）

※価格は補助金15,000円
差し引き後の税込み価格

※機器の詳細や購入方法は４月の入学オリエンテーションでご案内します。



既に個人で所有する学習端末を持ち込む場合は、「学習端末の必要性能等」を
目安にしてください。（補助金の交付はありません。）

※セキュリティの観点から、個人売買（ネットフリマ、ネットオークション
含む）で購入した端末やAndroid端末を学校に持ち込むことはできません。

３ 既に個人で所有する学習端末を活用

各学校に住民税非課税世帯の生徒を対象とした貸出用端末を準備しています。
借用にあたっては、学校に申請を行ってください。

４ 学校の端末（Chrome OS）を借用

沖縄県教育委員会 県立学校教育課（学習に関すること） TEL：098-866-2715
教育支援課（学習端末購入に関すること） TEL：098-866-2711 

「学習端末の必要性能等」（県教委HPに掲載）を目安に購入してください。
県指定の販売サイトの内容と比較することをお勧めします。

・補助金の交付に際しては、申請書や関係書類（領収書等）の提出等の
手続きが必要となります。（詳細は、別紙２を参照してください。）

・審査等に時間を要するため、補助金の振込みは12月以降になります。

・令和５年３月９日以降に購入した端末が補助の対象となります。

※セキュリティの観点から、個人売買（ネットフリマ、ネットオークショ
ン含む）やAndroid端末は補助の対象となりません。
また、学校に持ち込むことはできません。

２ 県指定の販売サイト以外（家電量販店等）で購入

（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団の無利子の貸与型奨学金の活用もご
検討ください。（ http://www.oihf.or.jp/scholarship/schola_kouiku.html ）

・高校育英貸与奨学金 ： 648,000円（自宅通学者）or 828,000円（自宅外通学者）
・修学支援奨学金 ： 220,000円

※金額はいずれも３年間の貸与総額

（参考） 貸与型奨学金の活用

県教委HP

補助金申請期間：R5.4.27～9.30（書類必着）



（別紙１） 

高校１人１台端末 授業ではこう使われます  
 
令和 4（2022）年 9 月から、県立高校 1 年生を対象に 1 人 1 台端末の本格運用が始まりました。 
中学校で 1 人 1 台端末を使いこなしてきたみなさんが、高校でも同じように学習に取り組めるようにな

っています。 
また、県立高校では生徒全員に Microsoft 365（マイクロソフトサンロクゴ）、Google Workspace 

for Education（グーグル ワークスペース フォー エデュケーション）という２つのプラットフォームが使える
アカウントが配付されています。これらを活用して、共同編集機能と自動集計機能を生かした授業が行わ
れます。 
 

活用例：地歴公民科→ 共同編集（同時に書き込む）機能で意見を共有する対話的授業 

 

 

 

 

 

 

 

                       ICT を活用した協働的な学び 

  

共同編集機能は、ICT の長所の１つです。 

上記の例以外にも、グループ発表スライド作成を 

メンバー全員で協力し同時に作業を進めることもできます。 

沖縄県では、右図のような 1 人 1 台端末本格運用 

のためのガイドを作成し、全県立学校に配布しました。 

各学校の校内研修等での活用が進んでいます。 
 
 

活用の概要 Teams で Excel シートを共有。生徒は単元を貫く問いについて授業のはじめに

自分の考えを書き込みます。授業の最後に学習後の考えがどう変わったかもう一

度書き込みます。クラスの意見は共同編集でリアルタイムに共有され、お互いの意

見から学ぶことができます。対話や議論で学習を深めていきます。 

Microsoft365 

Teams を使

います 

Teams でクラスのチーム

が作成され、メンバーに 

自分の考えを入力しなが

ら、他の人の考えも知る 

先生・生徒同士で対話しな

がら学びを深める 

自分の端末で入力 

するから意見を書き

やすいな。みんなの

意見も参考になる！ 



     ICT を活用した個別最適な学び 

 

沖縄県ではこれまでも 1 人 1 台端末本格運用に向け研究を進

めてきました。英語の公開授業では、タブレットや紙のワークシート

等、教材を生徒が自分に最も合う媒体で開いて音読練習に取り

組む様子が見られました。 

 

また、端末で振り返りシートを記録することで、 

良かった点や改善すべき点に向き合い、生徒が自ら考えて 

学習を調整していくことも期待されています。 

 

活用例：外国語（英語）科 →  自動集計機能で確認テストの結果が即座にフィードバック 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

こんな授業実践やアイディアも 
  

・農業  端末を活用し、実習の振り返りをポートフォリオに記録。ポスター発表は共同編集で作成 

・書道 各自の書いた作品を撮影し共有。動画で自分の運筆や先生のお手本を確認できる授業 

・体育 体の動きを 1 人 1 台端末でお互いに撮影し動画で確認。体育カードは共同編集で記入 

 

ICT を活用した個別最適な学びと協働的な学び 

→    １人１台端末は鉛筆やノートと並ぶマストアイテムに 

活用の概要 Forms で確認テストを実施。生徒が各自の端末で回答・送信すると、採点結果

が即座に返却されます。その場で自分の学習を振り返ることで、理解できていなか

ったところはどこか、次はどこに力を入れて勉強すればいいかが分かります。 

採点が効率化されることで、先生も生徒１人ひとりに対応する時間が増えます。 

Forms の確認テストを端末

で入力して回答を送信 

正解不正解の理由も含めた

結果を即座に返却 

先生は生徒の質問や疑問に

答える時間ができる 

確認テストの返却、 

これまでは翌日か翌週だったけど、すぐ

に結果が出た！復習に生かそう! 

先生も 1 人ひとりに 

声をかけてくれるから 

質問しやすいな。次の 

 テストも頑張ろう！ 

Microsoft365 

Forms を使

います 



「学習端末の必要性能等」（県教委HPに掲載）を目安に購入してください。
※県指定の販売サイトの内容と比較することをおすすめします。

宛名入りの領収書（別紙３のＱ９を参照）を受けてください。
レシートで代替することはできません。

２ 県指定の販売サイト以外（家電量販店等）で購入

県立高等学校 新１年生保護者等の皆さまへ

右のQRコードから「沖縄県電子申請システム」にアクセスしてください。
（または 沖縄県ホームページ＞申請・手続き＞電子申請）
手続名：県立高等学校学習者用端末購入補助事業費補助金 交付申請

３ 沖縄県電子申請システムにアクセス

令和５年３月

別紙３【よくある質問・注意事項】に、よくある質問や注意事項（補助の対象とならない
事例等）が記載されています。

購入前に、必ず確認してください。

１ 端末等を購入する前に、別紙３【よくある質問・注意事項】を参照し、
補助の条件等を必ず確認してください。

裏面へ続く

申請は電子申請システムの操作のみでは完了しません！

電子申請システムで必要事項を入力後、申請書類一式を
ダウンロードし、印刷して押印の上、教育庁教育支援課
あてに提出する必要があります。

(１) 「利用者登録をせずに申し込む方はこちら」をクリック。（利用者登録しても可能）
(２) 説明を読んで「同意する」をクリック。
(３) 連絡先メールアドレスを入力し、「完了する」をクリック。

→ 登録したメールアドレスあてに、補助金申請の入力画面のURLが届きます。

４ 沖縄県電子申請システムの手続申込

申請期間：R5.4.27～9.30（書類必着）

県教委HP

電子申請システム

（別紙２）



申請書等を受領後、内容を審査し、補助金の交付決定等について、文書で通知します。
審査等に時間を要するため、補助金の振込みは12月以降になる見込みです。
※二重申請や無資格者の申請等による不適切な受給が確認された場合は、補助金の返還

を命ずる場合があります。

メールに届いたURLから開いた入力画面で、必要事項を入力してください。
以下の資料の画像データの添付が必要ですので、あらかじめ撮影してから入力作業を
行ってください。

①領収書（別紙３のQ９を参照）
②通帳等（金融機関名、支店名、口座名義人及び口座番号が確認できるもの）
③学生証
④購入した機器の写真（箱から出して本体を撮影してください）

すべて入力し「確認へ進む」 をクリック。修正がなければ「申込む」をクリック。

「申込完了」画面で「PDFファイルを出力する」をクリックすると、必要書類一式
（申請書及び添付書類）が１つのPDFファイルとして出力されますので、保存してく
ださい。
PDFファイルの内容に誤りがないことを確認の上、印刷し、教育庁教育支援課あてに
郵送してください。（封筒に貼付する発送票もPDFファイルに含まれていますのでご
利用ください。）

【必要書類一式の内容】
①申請書兼請求書（様式第１号）
②様式第１号別紙
③債権者登録申請書
④領収書（原本）
⑤通帳等の写し
⑥学生証の写し
⑦購入した機器の写真
⑧依頼書（※振込口座の名義人を保護者等にする場合のみ提出）

①申請書兼請求書、⑧依頼書には、必ず押印してください。
領収書は原本を送付してください。

５ 沖縄県電子申請システムへの入力

６ 申請書等の印刷・提出（郵送）

７ 補助金の振込み

お問い合わせ先：沖縄県教育庁教育支援課 ０９８－８６６－２７１１

※この時点では申請手続は完了しません



端末等を購入する前に、よく読んでください。

（別紙３）

Q１ いつまでに申請すればいいですか？

A１ 申請期間は、令和５年４月27日から令和５年９月30日までとなります。
電子申請システムへの入力及び申請書類一式の提出（郵送）を期限内に完了させてください。
期限を過ぎた場合、申請を受け付けることはできません。

Q３ 県指定の販売サイトで購入した場合も、補助の対象になりますか？

A３ 県指定の販売サイトでは、県の補助によりあらかじめ15,000円値引きされた価格で販売して
いますので、補助金の申請が不要となります。
なお、県指定の販売サイトで端末を購入したうえで、県指定の販売サイト以外で端末等を
購入した場合は補助金を受けることはできません。

Q４ 入学前に購入した場合は、補助を受けることは可能ですか？

A４ 令和５年３月９日以降に購入した場合は、補助を受けることができます。

Q２ 新１年生以外も補助を受けることはできますか？

A２ 補助の対象は、新１年生のみで、１人１回限りとなります。新１年生以外は補助金を受ける
ことはできません。

Q５ 補助金額はいくらですか？

A５ 15,000円が補助の上限額となります。補助の対象となる経費が15,000円以上であれば、
補助金額は15,000円となり、15,000円未満であれば、その実費額となります。

また、補助金の申請は１人１回限りとなりますので、申請を複数回行い、合計で15,000円
の補助を受けることはできませんので、まとめて申請してください。

（例）10,000円の機器（端末等）を購入して10,000円の補助を受けたあとに、5,000円分の機器
（キーボード等）を追加で購入して5,000円の補助を受けるということはできません。



Q７ Android OSの端末は補助対象になりますか?

A７ セキュリティの観点から、Android OSの端末は学校への持ち込みを認めておらず、補助の
対象にしていません。Chrome OS、Windows OS、iPadOS又はMacOSのいずれかを搭載して
いる端末が補助の対象となります。

Q８ 個人売買（メルカリ、ヤフーオークション等の利用を含む）で
端末等を購入してもいいですか?

A８ セキュリティの観点から、個人売買（ネットフリマ、ネットオークション含む）で購入した
端末やAndroid端末を学校に持ち込むことはできません。また、補助の対象にもなりません。

Q６ どのような費用が補助の対象になりますか?

A６ 端末本体（Chrome OS、Windows OS、iPadOS又はMacOSのいずれかを搭載している
こと）やキーボードの購入に係る費用、端末本体やキーボードの保証に係る費用が対象とな
ります。
※キーボードのみ購入した場合も補助の対象となります。
※保証は、端末本体・キーボードの購入に付帯するものに限ります。
※既に所有する端末の修繕費は補助の対象になりません。
※デスクトップ型のパソコンなど持ち運びできない端末（デスクトップ用キーボードも含

む）は補助の対象になりません。

Q９ 領収書の代わりにレシートを提出してもいいですか？

A９ 領収書をレシートで代替することはできません。宛名（生徒本人）、購入した機器名、
金額及び販売店名が記載された領収書の原本を提出してください。
また、補助の対象となる機器を購入したことがわかるようにしてください。

（「商品代として」や「パソコン代として」ではなく、「iPad代として」「Windows端末代
として」のように、具体的に記載してください）

※宛名は保護者名でも可としますが、申請書に記載の保護者名と一致させてください。
※ネット通販などで領収書の発行ができない場合は、支払明細書（購入者・購入した機器

名・金額・販売者が分かるもの）で代替することも可能です。
ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。



Q11 振込み先を申請者（生徒本人）名義の口座ではなく、
保護者等の名義の口座とすることは可能ですか?

A11 原則として生徒名義の口座としますが、保護者等の名義とすることも可能です。
その場合は、「依頼書」に押印のうえ、ご提出ください。

Q13 携帯電話の契約と合わせて端末を購入する場合は、補助対象になりますか?

A13 以下の条件を満たす場合は補助対象となります。

①売買契約であること。（リース契約ではないこと）
②契約額のうち、端末価格分（内訳）が明確に確認できること。
③分割払いを履行している事実確認ができること。
④分割払い完済前に解約した場合にも、端末が所有物として残り、残債務も履行する契約内

容であること。（例えば、端末を返還して残債務が免除される内容の場合には補助対象と
なりません）

※上記内容が確認できる書類（契約書または明細書、口座引落の場合は通帳の写し、
振込の場合は振込領収書等）を提出する必要があります。

Q14 申請手続は電子申請システムへの入力作業のみで完了しますか?

A14 電子申請のみでは完了となりません。
電子申請システムで作成される申請書類一式を印刷し、必要箇所に押印のうえ、教育支援課
あてに直接郵送してください。
※ご自宅で印刷ができない場合は、コンビニ等で印刷してください。

Q10 生徒本人または保護者以外の第三者が端末を購入した
場合も補助対象になりますか?

A10 主たる生計維持者であれば補助の対象とします。

Q12 ポイントで値引きした場合（又は支払った場合）は、補助対象になりますか?

A12 各種ポイントは、「値引きと認められる経済上の利益」と考えられるため、各種ポイントは
値引きであると整理されます。このことから、ポイントにより端末等を購入した場合は、
当該ポイント相当分は生徒（保護者）の負担経費としてとらえることができないため、
補助の対象になりません。



Q15 キーボードは必要ですか？

A15 キーボード入力（タイピング）は、資料の作成などに必要な基本的な操作であり、情報活用
能力の向上に欠かせないものです。学習端末についてはキーボード付きのものをご準備くだ
さい。

Q16 Officeソフトを購入する必要はありますか？

A16 沖縄県教育委員会がMicrosoft 365のライセンスを保有していますので、在学中は個人で
購入する必要はありません。
※卒業後は、沖縄県教育委員会が保有するライセンスによる利用はできません。

Q17 購入する端末は性能以外に確認することはありますか？

A17 セキュリティを確保するため、以下の点に留意が必要です。

Chromebook（ChromeOSの端末）は、セキュリティ対策等のためOSの自動更新機能があ
りますが、更新期間が限られているため、在学中に更新期間が終了しないことを確認して
ください。（自動更新ポリシhttps://support.google.com/chrome/a/answer/6220366）

WindowsOSは、Windows10以降（Windows10はWindows11にアップグレードできる機種
であること）である必要があります。

iPadOSは、最新のOSにアップデートする必要があります。
（令和５年○月時点の最新バージョン：○○）

Q18 どのOSを選べばいいですか？

A18 端末を用いた学習では、Microsoft365 や Google Workspace 等のクラウドサービスを利
用するため、Chrome OS、Windows OS、iPadOS及びMacOSのいずれかのOSであれば、
同様な環境で学習が可能です。それぞれのOSの特徴や価格などを考慮して、自分に合った
OSを選択してください。

ただし、いずれのOSでも在学期間中にセキュリティアップデートのサポート対象となる
バージョンである必要があります。

また、学校によって、指定のOSを推奨する場合もありますので、ご注意ください。
※セキュリティの観点から、 Android端末を学校に持ち込むことはできません。



お問い合わせ先 ： 沖縄県教育庁教育支援課 ０９８－８６６－２７１１

前年度の申請で多く見られた不備等

１ 申請書（紙）の提出漏れ
電子申請システムから出力されるPDFファイルを印刷し押印のうえ、書類を提出してください。
電子申請システムの入力作業のみ行い、紙の申請書を提出していない事例がありました。

２ 領収書の不備
①宛名がない
②機種名や型番の記載がない（「商品代として」や「パソコン代として」ではなく、
「iPad代として」「Windows端末代として」のように、具体的に記載してください）
③原本の提出漏れ

３ 押印漏れ
「様式第１号 申請書兼請求書」及び「依頼書」に押印が必要となります。

４ 補助対象経費の誤り
①Appleペンシル、カバー、Officeソフトなどは補助の対象になりません。
②税抜き価格ではなく、税込み価格を記載してください。

５ 振込み先の「口座番号」、「支店名」及び「店番」の誤り
特に、ゆうちょ銀行の支店名は、那覇支店などの地名ではなく、「七○八」等の漢数字と
なりますので、ご注意ください。

６ 住所の記載漏れ
①市町村名以下の地名（泉崎など）や番地（○丁目○番○号）の記載漏れ
②方書（マンション名・部屋番）の記載漏れ

７ 申請者名（生徒名）が保護者名になっている

８ 購入した端末等の写真に不備
箱から出した状態で、端末等本体の写真を添付してください。
箱の写真や通販サイトに掲載されている写真を添付する事例がありました。

10 電子申請の完了後に送付される「【沖縄県電子申請サービス】到達通知メール」を削
除してしまった
整理番号及びパスワードが記載されており、申請内容を修正する際などに必要となりますの
で、補助金が支給されるまで削除しないでください。

９ 県指定の販売サイトで購入した端末についての補助金申請
県指定の販売サイトは、補助金額15,000円があらかじめ差し引かれた価格となっており、
補助金の申請をすることはできません。



沖縄県教育委員会 県立学校教育課（学習に関すること） TEL：098-866-2715
教育支援課（学習端末購入に関すること） TEL：098-866-2711 

Google Microsoft Apple

OS Chrome OS Windows 10 以降 iPadOS 15 以降

CPU Intel Celeron N4000 Intel Celeron N4020 ―

ストレージ
32GB 64GB 64GB

※在学中はMicrosoft365のOneDrive 1TBのクラウドストレージが使えます

メモリ 4GB 4GB ―

画面 9～14インチ 9～14インチ 10.2～12.9インチ

Wi-Fi Wi-Fi 5以上

キーボード 必須

音声接続
端子等 Webカメラ、マイク・ヘッドフォン端子があること

ソフトウェア Microsoft Officeについては、沖縄県教育委員会がライセンスを購入済みのため、
個別の購入不要

その他 在学中に自動更新の有効
期限が切れないこと

Windows10は11にアップ
グレードできる機種であ
ること

－

学習端末の必要性能等

※セキュリティの観点から、個人売買（ネットフリマ、ネットオークショ
ン含む）で購入した端末やAndroid端末を学校に持ち込むことはできませ
ん。また、補助の対象となりません。

※端末本体及びキーボードは、持ち運び型である必要がありますので、
デスクトップ型のパソコン等を学校に持ち込むことはできません。

・下記表の性能以上の端末を購入してください。（購入店にこの資料を
見せてご相談ください。）
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